
令和７年５月 

学校法人 東洋英和女学院 

女性活躍推進法 行動計画 
 
 
女性が管理職として活躍できる雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定する。 
 
１．計画期間：令和６年４月１日 ～ 令和１０年３月３１日 
 
２．当学院の課題 
  採用女性割合は一定水準以上であるが、一般職員の課長級以上の管理職に占める女性の

割合が低い。（特に課長クラス） 
 
３．目標① 
   管理職（特に課長クラス）に占める女性割合を３０％以上にする。        
 
  目標② 
   男性教職員：計画期間内に１か月以上１人以上育児休業を取得する。 
   女性教職員：現在の取得率（ほぼ１００％）を引き続き維持する。 
 
４．取組内容 
   取組１：管理職の配置について見直しを図る。                 
  今後の職員異動や昇任について、課題点を分析し方針を確定する。 
 
   取組２：教育職員の管理職に占める女性の割合を維持する。           
  教育職員の管理職（部長・教頭など）に占める男女比の割合はバランスが良いので、現

状維持に努める。 
 
   取組３：育児休業の内容などについて周知する。                
  育児・介護休業規程等について、特に男性教職員も対象であることを、学院ホーム 
  ページや連絡会等で周知する。 
 
 
 
 
 



５．情報公開 
（１）女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供における情報公開 

① 管理職に占める女性労働者の割合 
   33.3％（教育職員 50.0％ 一般職員 22.7％） 
 
② 男女の賃金の差異（男性の賃金に対する女性の賃金の割合） 

区分 男女の賃金差異 区分 男女の賃金差異 区分 男女の賃金差異 

全労働者 81.5％ 専任 85.0％ 専任以外 157.5％ 
対象期間：2024 年度（2024 年 4 月 1 日～2025 年 3 月 31 日） ※休職者や年度途中退職者等は除く   
賃  金：通勤手当等を除く 
専  任：教育職員・一般職員・技能職員   
専任以外：非常勤講師、嘱託職員、パート・アルバイト 

 
＜男女の賃金差異の要因＞ 

   本学院の給与体系は、勤続年数が長くなるに従い賃金が高くなる「年功型」となって

おり、専任職員における賃金差異の発生は、性別の差によるものではなく、男女の年

齢構成の違いによるところが大きい。このことが、全労働者でも男女間の賃金差異が

発生していることに繋がっている。 
 
[専任職員の男女別構成比] 

 
   

 
 
また、管理職（一般職員）については男性職員が全体の７７％を占めており、女性管理

職（一般職員）の少ないことも賃金差異の生じる一因であると考えられる。 
 
（２）職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備における情報公開 

[育児休業取得率] 
 
 
 
  
     男性：育児休業等を取得した男性労働者の数／配偶者が出産した男性労働者の数（※） 

（※学院に届出があった数に限る） 
女性：育児休業等を取得した女性労働者の数／出産した女性労働者の数 

  以 上 

 40 歳以上 40 歳未満 

男性職員 79.4% 20.6% 

女性職員 70.5% 29.5% 

区分 全体 専任 専任以外 

男性 75％ 75％ 該当者なし 

女性 100％ 100％ 100％ 


